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人事院規則１―３８（人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用）の

一部を改正する人事院規則案の概要に対して提出された御意見と人事院の考え方 

 

御意見の概要 人事院の考え方 

改正趣旨１について「政府認証基盤の官

職証明書に基づく電子署名の利用が可能

であることを明確化」するとのことだが、こ

れは「明確化」するだけであって、人事院の

解釈としては、これまでも法令上、人事院

関係法令に基づく行政手続において政府

認証基盤の官職証明書に基づく電子署名

を利用することは可能であったと考えてい

るということか。 

 貴見解のとおりです。 

改正趣旨１「また」以下について、立会人

型電子署名を利用する場合に限って電子

証明書の添付を不要とするよう規定すべき

である。従来の当事者型電子署名において

は、引き続き電子証明書の添付を求めるべ

きである。 

 改正前は、行政機関等が処分通知等に

電子証明書を添付する必要がありました

が、今回の改正は、行政機関等だけでは

なく、立会人型電子署名事業者が電子証

明書を添付することも認めることで、立

会人型電子署名の利用を可能とするもの

です。 

 行政機関等が当事者型電子署名を利用

する場合は、引き続き、行政機関等が電

子証明書を添付することとなります。 

改正趣旨 2について、クラウドサービス

を使用する際には、特に安全性についての

配慮を行うような規定とされたい。人事院

規則において、明示的にその記載を行うよ

うにされたい。 

政府機関等がクラウドサービスを使用

する際の安全性への配慮については、既

に「政府機関等のサイバーセキュリティ対

策のための統一基準群」において、原則、

政府情報システムのためのセキュリティ

評価制度（ISMAP）として第三者（登録監

査法人）が監査するプロセスを経て、登録

されたクラウド事業者から選定すること

などが求められており、それに従い適切

に対処しているため、人事院規則への記

載は不要と考えております。 


